
建築技術指導員（特定業務職員）募集要項 

 

 愛媛県教育委員会事務局では、県立学校の施設整備及び長寿命化・老朽化対策を円滑に

推進するため、建築技術指導員（特定業務職員）を次のとおり募集します。 

 

１ 採用予定人員 

  １名 

 

２ 業務の概要 

 (1) 県立学校の施設整備に係る指導及び助言に関すること。 

 (2) 県立学校の長寿命化・老朽化対策に係る指導及び助言に関すること。 

 (3) その他教育長が指示する建築関係事業の指導及び助言に関すること。 

  【具体例】 

・建築設備に関する設計及び工事監理等 

 

３ 応募資格等 

 ・地方公務員法第 16条各号のいずれにも該当しないこと。 

 ・建築設備士又は官公庁工事における建築設備に関する設計及び工事監理業務等の実務

経験を有すること。 

 ・Word、Excel、CADなどパソコンを使用して資料の調製ができること。 

 

４ 勤務条件等 

 (1) 身分 

   地方公務員法第 22条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員 

 (2) 勤務場所 

   愛媛県土木部建築住宅課営繕室（松山市大街道３丁目１-１） 

 (3) 任用期間 

   令和６年４月１日～令和７年３月 31日 

   勤務成績が良好であれば、最大２回まで再度任用されます。 

その後も公募による任用選考を受けることができます。 

   ※任用回数、年齢による応募制限はありません。 

 (4) 勤務条件等 

  ① 勤務時間等 

   ・週 29時間。 

   ・時間外勤務及び休日勤務があります。 

   ・勤務時間の割り振りは、相談の上決定します。 

    【例】週４日勤務 

       月・火・木曜日 ８時 30分～17時 15分（休憩 60分） 

       金曜日     ８時 30分～15時 15分（休憩 60分） 

  ② 休憩時間 

    12時 00分から 13時 00分 



  ③ 休日 

土曜、日曜、祝日、年末年始（12月 29日から１月３日）及び別途定める曜日 

  ④ 休暇 

    ア 年次有給休暇 

     10日 

ただし、継続して任用される場合は、愛媛県会計年度任用職員管理要綱の例 

により、期間に応じ加算して付与されます。 

   イ その他休暇（夏季休暇、忌引等愛媛県会計年度任用職員管理要綱の例による） 

  ⑤ 社会保険 

    健康保険、厚生年金保険及び雇用保険が適用 

 (5) 給与 

  ① 基本給 

職員の給与に関する条例別表第１行政職給料表３級 10 号給から同表３級 18 号給 

までの各号給の額の範囲内で決定します。 

   【具体例】 

行政職給料表３級 10号給の場合：190,721円（254,844円×29時間/38.75時間） 

  ② 通勤費用の弁償 

    会計年度任用職員の給与等に関する条例に基づき支給 

  ③ 超過勤務手当 

    会計年度任用職員の給与等に関する条例に基づき支給 

  ④ 期末手当、勤勉手当 

    会計年度任用職員の給与等に関する条例に基づき支給 

  ⑤ 退職手当 

    支給しない 

  ⑥ 昇給 

    ４月１日に勤務年数に応じて昇給 

  ⑦ 賃金の締切日 

    毎月末 

  ⑧ 賃金支払日 

    当月 21日、土日の場合は、その直前の平日 

  ⑨ 賃金の支払方法 

    口座振替 

 (6) 服務 

   ・服務の宣誓 

   ・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 

   ・信用失墜行為の禁止 

   ・秘密を守る義務 

   ・職務に専念する義務 

   ・政治的行為の制限 

   ・争議行為等の禁止 

   ・営利企業への従事等の制限（※兼業を行う場合は、所属長に届け出ること。） 



 

５ 選考基準等 

 (1) 選考方法 

建築技術指導員任用選考 応募申請書の記載内容及び口述試験により審査を行いま

す。 

また、選考結果は書面又は電話等で連絡します。 

なお、応募書類の提出や面接に要する実費は応募者の負担とします。 

 (2) 選考基準 

① 業務を遂行するために必要な専門知識や業務経験、能力を有しているか。 

② 県立学校、施工事業者、県関係機関等との連絡調整を円滑に行う能力を有している 

か。 

③ 協調性、謙虚さ、コミュニケーション能力をはじめ、協働して業務を遂行するため 

の能力を有しているか。 

  ④ 業務に対する熱意や責任感を有し、公務員としてふさわしい倫理感を備えているか。 

 

６ 応募方法等 

 (1) 応募締切 

   令和６年３月４日（月）17：15 ※当日必着 

 (2) 応募方法 

次の書類を一つの封筒に入れ、応募締切の期日までに、７の「問い合わせ先」へ郵  

送又は持参してください。 

なお、応募書類は返却しません。ただし、個人情報等の機密保持には十分配慮しま 

す。 

① 建築技術指導員任用選考 応募申請書（様式） 

② 履歴書(市販のもので可。) 

 

７ 問い合わせ先 

  愛媛県教育委員会事務局指導部高校教育課 担当/加藤 

   住  所 〒790-8570 愛媛県松山市一番町４丁目４-２ 

   電話番号 089-912-2950（受付時間：平日の８：30～17：15） 

 


